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1 令和元年１２月２４日

株式会社プロロ（法人

番号：

7430001032711）

北海道札幌市東区北１

０条東１６丁目１番２

０号

文書指導

　令和元年８月１４日、「PROROW III」は、旅客８名を乗

せ、北海道小樽市赤岩山沖を航行中、複数の向かい波によって

船舶が動揺し、船体に衝撃を受けた。その際の衝撃により、旅

客２名が負傷した。

　同年８月２２日、海上運送法に基づく特別監査を実施し、輸

送の安全を阻害している事実が認められたため、同年１２月２

４日、安全管理規程（運航基準）に定める運航の可否判断を慎

重に行い、気象海象が悪化した場合にあっては、周囲の状況を

確認の上、船舶の減速や停止を含む、旅客の安全を最優先とし

た操船を行うことを含む指導を行った。

１．安全管理規程（運航基準）に定める運航の可否判断を慎重

に行い、気象海象が悪化した場合にあっては、周囲の状況を確

認の上、船舶の減速や停止を含む、乗客の安全を最優先とした

操船を行うこと

２．発航前及び乗客が座席を移動した際は、身近な手すり等を

乗客に確認させ、転針や波を越える時など乗客が転倒するおそ

れのある場合には、事前に着席及び手すり等にしっかりと掴ま

るよう、的確に指示すること

３．乗客や乗組員が負傷した場合又は負傷した可能性がある場

合は、事故又はインシデントと認識の上、安全管理規程（事故

処理基準）に基づき、関係官署への速報等を行うこと

４．事故又はインシデントが発生した際における対応手順をは

じめ、安全管理規程に係る安全教育を定期的に行い、各種基準

に定める手順の周知徹底を図ること

５．年１回以上、全社を挙げて対応すべき規模の事故を想定し

た実践的な事故処理訓練を実施し、関係官署への速報を含む非

常連絡に係る規定の遵守徹底を図ること

是正確認済（是正確認

日：令和２年１月１０

日）


